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◇
福
井
県
県
税
条
例
お
よ
び
福
井
県
核
燃
料
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
号
　
税

務
課
）

一　

福
井
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　

１　

肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
個
人
県
民
税
の
免
除
措
置
に
つ
い
て
、
令
和
九
年
度
分
の
個
人
県
民
税

　

ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
六
条
関
係
）

　

２　

納
付
税
額
三
百
万
円
超
の
部
分
に
係
る
不
申
告
加
算
金
割
合
の
引
上
げ
等
に
伴
い
、
引
用
条
項

　

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二　

福
井
県
核
燃
料
税
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　
　

納
付
税
額
三
百
万
円
超
の
部
分
に
係
る
不
申
告
加
算
金
割
合
の
引
上
げ
等
に
伴
い
、
引
用
条
項
の

整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三　

施
行
期
日

　
　

こ
の
条
例
は
、
次
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

一
の
１　

公
布
日

　

㈡　

一
の
２
お
よ
び
二　

令
和
六
年
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
一
号
　
県
民
協
働
課

）
１　

内
閣
府
に
よ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
手
続
に
関
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
伴
い
、
県
へ
の

申
請
等
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
る
よ
う
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
提
出
が
困
難
な
も
の
を
含
む
場
合

の
届
出
方
法
等
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
福
井
県
立
病
院
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
　

地
域
医
療
課
）

１　

予
防
接
種
に
新
た
な
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
予
防
接
種
に
係
る
手

数
料
に
つ
い
て
、
上
限
規
定
を
廃
止
し
、
使
用
薬
剤
価
格
、
初
診
料
、
注
射
料
を
合
算
し
た
額
に
消

費
税
相
当
額
を
加
算
し
た
額
を
基
準
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
外
郭
団
体
の
健
全
な
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
の
議
会
の
か
か
わ
り
方
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
　
道
路
建
設
課
）

１　

外
郭
団
体
の
解
散
後
の
出
資
金
の
返
還
に
伴
い
、
別
表
に
掲
げ
る
外
郭
団
体
か
ら
福
井
県
道
路
公

社
を
削
る
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
号
で
公
布
す
る
条
例
の
あ
ら
ま
し
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◇
福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
　
警
察
本

部
）

１　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特
定
小
型
原
動
機
付
自

転
車
運
転
者
講
習
に
関
す
る
手
数
料
の
新
設
等
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
福
井
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
　
警
察
本
部
）

１　

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
係
る
信
号
機
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規

則
（
平
成
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
信
号
機
に
関
す
る

基
準
に
お
い
て
、
歩
行
者
用
青
信
号
に
従
い
道
路
を
横
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
改
正
す
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号3

条
　
　
　
　
　
例



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号 4



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号5



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号 6



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号7

           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号 8

           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号9

           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号 10

           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号11



令和５年７月25日（火） 福 井 県 報 号 外 第 78 号 12

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県


